
 

 

 

１．空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設【所得税・住民税】 

（１）以下の条件を満たす「被相続人居住用家屋」及び「土地等」を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の 

３,０００万円特別控除を適用可 ⇒ 適用期間：平成２８年４月１日～平成３１年１２月３１日までの譲渡 

 

被相続人居住用家屋 

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること 

昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋であること（区分所有建築物を除く） 

相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったものであること（独居であること） 

土地等 相続開始直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等 

対象者 相続により被相続人居住用家屋及その敷地の用に供されていた土地等を取得した個人 

相続開始時からの譲渡期限 相続の時から相続開始日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの譲渡 

譲渡対価限度額 譲渡対価の額が１億円を超えるものを除く 

※１被相続人居住用家屋及びその敷地の譲渡については、次の要件を満たすものに限る 

  ①相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 

  ②譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。 

※２被相続人居住用家屋を除却した後における敷地の譲渡については、次の要件を満たすものに限る 

  家屋：相続の時から除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 

  敷地：相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 

（２）相続開始時から譲渡期限までの譲渡対価の合計額が１億円を超える場合には本特例は適用しない 

（３）相続開始から譲渡まで空き家であったこと等を証する書類の確定申告書への添付が必要 

（４）他の特例との適用関係：①相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（取得費加算の特例）と選択適用 

              ②居住用資産の買換え等の特例との重複適用その他の所要の措置を講ずる。 

２．住宅ローン控除・特定増改築等に係る住宅ローン控除の省エネ改修工事の緩和措置の廃止【所得税】 

住宅ローン控除・特定増改築等に係る住宅ローン控除の適用対象となる「省エネ改修工事」に係る省エネ要件の緩和措

置（エネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築,改築,修繕）を適用期限（平成 27 年 12 月 31 日）で廃止 

３．住宅取得等の非居住者期間中の適用の拡充【所得税・住民税】 

非居住者である期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても、次の住宅取得等に係る措置につ

いて、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で適用できることとする。 

⇒適用開始：平成２８年４月１日以後の住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合 
（１）住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税額の特別控除 

（２）特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 

（３）既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 

（４）既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 

（５）認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 

（６）東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税の特別控除等の重複適用に係る特例 

（７）東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額・個人住民税の特別控除等の控除額に係る特例 

４．居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除・買換、交換に関る特例の延長【所得税・住民税】  

下記特例の適用期限を 2 年延長 適用期限：平成２９年１２月３１日 

（１）特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

（２）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 （３）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 

５．登録免許税の特例措置延長【登録免許税】 

下記特例の適用期限を2年延長 適用期限：平成30年3月31日まで 

（１）特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 

（２）認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 

（３）特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 

６．不動産取得税の特例措置延長【不動産取得税】 

下記特例につき適用期限を2年延長 適用期限：平成30年3月31日まで 

（１）新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日 

（２）新築住宅特例適用住宅用土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置 

（３）新築認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置   
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７．住宅の三世代同居改修工事等に係る所得税額控除の創設【所得税】 

個人が、その所有する居住用の家屋について「一定の三世代同居改修工事」を行った場合は、「既存住宅に係る特定の

改修工事をした場合の所得税額の特別控除」の適用対象に追加し、次に定める割合に相当する金額をその年分の所得税

の額から控除する。⇒適用期間：平成２８年４月１日から平成３１年６月３０日までの居住供用 

（１）税額控除率：三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額（２５０万円を限度）の１０％ 

（２）一定の三世代同居改修工事とは：①調理室、②浴室、③便所、④玄関のいずれかを増設する工事で、改修後①～

④までのいずれか２つ以上が複数となる工事であって、その標準的な工事費用相当額が５０万円を超えること等

の要件を満たすもの（補助金等の額を控除した後の金額） 

（３）標準的な工事費用相当額とは 

三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額 × 改修を行った箇所数 

（４）その他の要件 

① その年の前年以前３年内の各年分において本税額控除の適用を受けていないこと 

② その年分の合計所得金額が３,０００万円を超えていないこと 

③ 確定申告書に、控除に関する明細書、三世代同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類及び登記事項

証明書その他の書類の添付が必要 

④ 税額控除は、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」、「特定の増改築等に係る住宅借入金等を

有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の適用を受ける場合には、適用しない。 

８．住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅ローン控除の創設【所得税】 

個人が、その所有する居住用の家屋について「三世代同居改修工事」を行い、その工事に係る住宅借入金等の年末残高

を有する場合は、「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の対

象に追加し、次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除する。 

⇒適用期間：平成２８年４月１日から平成３１年６月３０日までの居住供用 

（１）税額控除率：①一定の三世代同居改修工事に係る償還期間５年以上の住宅借入金等の年末残高：２％ 

② ①以外の償還期間５年以上の住宅借入金等の年末残高：１％ 

（２）控除期間：５年間 （３）ローンの限度額：２５０万円（一定の三世代同居改修工事以外との合計で１,０００万円） 

（４）一定の三世代同居改修工事とは：①調理室、②浴室、③便所、④玄関のいずれかを増設する工事で、改修後①～

④までのいずれか２つ以上が複数となる工事であるものであって、その工事費用の合計額が５０万円を超えるも

のをいう。（補助金等の額を控除した後の金額） 

（５）三世代同居改修工事等の証明書の発行が必要 

（６）その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様 

９．固定資産税の特例措置延長【固定資産税・都市計画税】 

（１）耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置（都市計画税も同じ） 

  適用期限を 2 年 3 ヵ月延長 適用期限：平成 30 年 3 月 31 日まで 

（２）バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置（都市計画税も同じ） 

  以下の見直しを行った上で適用期限を 2 年延長 適用期限：平成 30 年 3 月 31 日まで 

  ①対象住宅 改正案：新築された日から 10 年以上を経過した住宅 

  ②床面積要件 改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上、を追加する。 

  ③工事費要件 改正案：50 万円超（国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。） 

（３）省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 

以下の見直しを行った上で適用期限を 2 年間延長 適用期限：平成 30 年 3 月 31 日まで 

①床面積要件 改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上、を追加する。 

②工事費要件 改正案：50万円超（国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。） 

（４）新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置（都市計画税も同じ） 

  適用期限を 2 年延長 適用期限：平成 30 年 3 月 31 日まで 

（５）新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置（都市計画税も同じ） 

  適用期限を 2 年延長 適用期限：平成 30 年 3 月 31 日まで 

10．サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度【縮減・延長】 

割増償却率を以下の通り引き下げた上、適用期限を１年延長 適用期限：平成29年3月31日までに事業供用した場合 

耐用年数35年未満 14％⇒10％     耐用年数35年以上 20％⇒14％ 
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